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浜田市室内プールの設置目的に沿った管理運営を効率的、効果的かつ安定的に行うた

め、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 3 項及び浜田市公の施設の指

定管理者の指定の手続等に関する条例（平成 17 年浜田市条例第 73 号）に基づき、浜田

市室内プール（以下、「室内プール」という。）の管理運営を行う指定管理者を募集しま

す。 

 

第１ 施設の概要 

 

1  施設の概要 

ア 名称 浜田市室内プール 

イ 所在地 
島根県浜田市黒川町 3735 番地 1（P16～18 資料 1「浜田市室

内プール位置図」参照） 

ウ 運営開始年月 平成 27 年 4 月（昭和 45 年建築） 

エ 敷地面積 1,531.38 ㎡ 

オ 延床面積 956.6 ㎡（1 階：862.10 ㎡ 2 階：94.50 ㎡） 

カ 建物構造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2 階建 

キ 施設内容 （1 階）6 レーン 25ｍ温水プール、サウナ（8 人収容）、多目

的トイレ、男女トイレ、男女更衣室、男女兼用シャワー（5

か所）、目洗い場、観覧室（70 人収容）、事務室、機械室 

（2 階）会議室 

（P22～25 資料 4「浜田市室内プール参考画像」参照） 

 

2  施設の運営状況 

 ⑴ 浜田市室内プール利用実績 

（P26 資料 5「浜田市室内プール利用実績」を参照ください。） 

⑵ 浜田市室内プール収支実績 

（P27 資料 6「浜田市室内プール収支実績」を参照ください。） 

 

第２ 指定期間 

  

令和 5 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日まで（5 年間）とします。ただし、指定期間

中であっても、管理運営を継続することが適切でないと認められるときは、指定の取消

しをすることがあります。 

 

第３ 指定管理者が行う業務の範囲及び管理の基準 

 

指定管理者が行う業務の範囲は、浜田市東公園運動施設条例（平成 17 年浜田市条例第

270 号。以下「条例」という。）第 4 条に規定する業務（以下、「指定管理業務」という。）

とします。 

具体的な業務の内容及び管理の基準は、「浜田市室内プール指定管理業務仕様書（以下、
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「仕様書」という。）」によるものとします。 

 

第４ 経理に関する事項 

 

1  事業収支に関する考え方 

室内プールでは、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 8 項の規定

により、利用料金を指定管理者自らの収入として収受する「利用料金制」を採用しま

す。指定管理者は、利用者が支払う利用料金、事業収入及びその他の収入をもって施

設を運営するものとし、教育委員会は施設管理・運営費用として指定管理料を支払い

ません。 

 （資料 9「浜田市室内プール収支想定」を参照ください。） 

 

2  運営収入 

⑴ 利用料金 

ア 利用料金は、条例で定める額を上限とし、指定管理者が市の承認を得て定める

ことができます。 

イ 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）による消費税及び地方税法（昭和 25 年法

律第 226 号）による地方消費税（以下「消費税等」という。）は、利用料金の内

税として取り扱います。 

ウ 条例及び浜田市東公園運動施設条例施行規則に規定する利用料金の減免や収受

した利用料金の還付も指定管理者が行います。なお、市は利用料金の減免・還付

に係る利用料金相当額の負担は行いません。 

エ 指定管理者は、指定期間中に指定期間後の利用に係る利用料金を収受した場合

は、次期指定管理者にその利用料金を支払うこととします。 

オ 現行の利用料金を下回る利用料金を定める場合は、指定期間開始前に当該指定

期間の利用許可を受け、利用料金を前納している者に対し、改定前後の利用料金

の差額を還付することとします。 

カ 現行の利用料金を上回る利用料金を定める場合は、指定期間開始前に当該指定

期間の利用許可を受けている者に対し、従前の利用料金で利用させることとしま

す。 

⑵ 事業収入 

条例第 1 条に規定する目的を達成するための事業の実施に係る収入は、指定管理

者の収入として取扱います。 

⑶ その他の収入 

指定管理者は、指定管理業務に支障のない範囲で、施設を活用した自主企画事業

（指定管理業務以外の事業）及び収入を提案することができるものとします。ただ

し、行政財産の目的外使用に該当する場合は、市の許可及び使用料の納入が必要と

なります。 

 

3  管理運営費用 

管理運営費用は、指定管理業務に係る指定管理者の人件費、光熱水費、委託費（警
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備業務・設備保守点検業務・清掃業務等を外部委託する場合）、修繕費、保険料、公

租公課その他全ての経費（自主企画事業のために市へ納入する行政財産使用料を含

む。）とします。 

  

4  納付金 

  納付金を納付する考えがある場合は、申請者の提案額が納付金の額となります。具

体的な支払等に関する必要な手続き及び事項は協定書に定めます。 

 

5  修繕費及び備品 

 ⑴ 市に帰属する建物、附属設備及び備品の修理・修繕に充てる費用（以下「修繕費」

という。）は、1 年度につき 400,000 円とし、収支計画の費用に組入れてください。 

 ⑵ 各年度終了後に修繕費を精算し、余剰が生じた場合（400,000 円＞修繕費の支出額）

は、これを市に納付してください。 

⑶ 1 件につき 100,000 円を超える修繕費の執行に当たっては、事前に市と協議してく

ださい。また、市に帰属しない備品で指定管理業務に使用するものの修理・修繕に

充てる費用の負担については、協議によるものとします。 

なお、指定管理者の責めに帰すべき事由によるものは、指定管理者の負担としま

す。 

 ⑷ 指定管理者が利用料金収入により購入した備品については、市の所有となります。 

 

6  管理口座 

指定管理業務に係る管理口座は、原則として、専用口座を設けて管理してください。 

 

7  収益等の帰属 

  指定管理業務に伴う収益又は損失は、指定管理者に帰属するものとします。 

 なお、社会情勢の変動や災害、その他の特別な事情があるときは、双方協議の上、

その帰属を定めることとします。 

 

第５ リスク・責任分担に関する事項 

 

指定管理者は、指定管理業務の実施主体として責任を負うこととなります。 

また、自主企画事業に関するものは、全て指定管理者の費用と責任において実施する

こととなります。 

市が想定するリスク分担は下表のとおりです。その他疑義が生じた場合は、双方協議

により決定するものとします。 

【リスク分担表】 

項目 内容 

負担者 

市 
指 定 

管理者 

物価等の変動 人件費、物件費等の変動に伴う経費の増  ○ 
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項目 内容 

負担者 

市 
指 定 

管理者 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

資金調達等 運営上必要な初期投資、運営資金の確保  ○ 

運営費の拡大 市以外の原因による運営費の増  ○ 

需要の変動 

大規模な外的要因による利用料金収入の減 協議事項 

その他市以外の原因による利用者数の減少等に伴

う利用料金収入の減 
 ○ 

業務内容の変更 

市の指示により新たに発生した業務内容等の変更

に伴う経費の増 
○  

指定管理者による業務内容等の変更に伴う経費の

増 
 ○ 

利用者や第三者へ
の賠償 

指定管理者が行う業務の履行に関して発生した損

害（第三者に及ぼした損害を含む。） 
※１ ○ 

市の責に帰するべき理由により生じた損害 ○ ※２ 

保険加入 

天災、火災又は事故などの人為的な現象による施

設・設備の損害に係る保険加入 
○  

指定管理者が行う業務のリスクに係る保険加入  ○ 

周辺施設、住民及
び施設利用者への
対応 

周辺施設との協調、施設の管理運営に対する住民

及び施設利用者からの苦情、要望等への対応 
 ○ 

法令の変更 

施設の管理運営に影響を及ぼすもの ○  

消費税等の率の変更によるもの（指定管理料を除

く。） 
協議事項 

指定管理者自身に影響を及ぼすもの  ○ 

税制度の変更 
施設の管理運営に影響を及ぼすもの ○  

指定管理者に影響を及ぼすもの  ○ 

政治、行政的理由
による事業変更 

政治、行政的理由から、業務内容等の変更が生じ

た場合における経費の増 
○  

不可抗力 

天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降

雨、土砂崩壊等）、人災（戦争、テロ、暴動等）

及びその他指定管理者の責めに帰すことのできな

い事由に伴う施設、設備の修復に係る経費の増 

○  

上記以外の不可抗力による経費の増 協議事項 

施設設備の損傷 
施設等の管理上の瑕疵に係るもの  ○ 

上記以外のもの 協議事項 

運営リスク 

施設、機器等の管理上の瑕疵による臨時休業等に

伴う運営リスク 
 ○ 

修繕、保守点検等による臨時休業等に伴う運営リ

スク 
 ○ 
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項目 内容 

負担者 

市 
指 定 

管理者 

書類の誤り 

仕様書など、市が責任を持つ書類の誤りによるも

の 
○  

事業計画書など、指定管理者が提案した内容の誤

りによるもの 
 ○ 

安全性の確保、環
境の保全 

施設の管理運営における安全性の確保及び周辺環

境の保全（応急処理を含む。） 
 ○ 

セキュリティ 警備不備による情報漏えい、犯罪発生等  ○ 

指定管理業務の中
止・停止等 

指定管理者の事業放棄、破綻によるもの  ○ 

指定管理者の管理運営が不適当な場合の指定管理

業務の中止・停止又は指定の取消しによるもの 
 ○ 

原状回復 
指定管理者が施設・設備に変更を加えた場合の指

定期間終了後の原状回復 
 ○ 

事業終了時の費用 

指定期間が終了した場合又は期間中に業務を廃止

した場合における事業者の撤収費用及び新しい指

定管理者への引継ぎ費用 

 ○ 

※1 指定管理者の責めに帰すべき事由によって市が賠償した場合は、指定管理者に求償する

ものとします。 

※2 指定管理者が、施設構造の不備を認識しているにもかかわらず、適切な対応を欠いてい

る場合には、指定管理者がリスクを負うものとします。 

 

第６ モニタリングに関する事項 

 

1  市によるモニタリング 

市は、室内プールの管理運営が協定書等に従い、適正かつ確実にサービスが提供さ

れているかどうか等を定期及び随時に確認します。確認に当たって、指定管理者に必

要な資料の提出、説明等を求めることがあります。 

 

2  指定管理者によるモニタリング 

指定管理者は、日常的に管理運営状況、収支状況及び業務の履行状況を点検してく

ださい。結果については、自己評価を行い、管理運営に反映させるとともに、毎年度

終了後、指定様式により事業報告書と合わせて市に提出してください。 

また、施設の適正な管理運営と利用者サービスの向上を目的とした利用者アンケー

トを随時実施してください。 

なお、指定管理者が行うモニタリングに関する費用は指定管理者の負担とします。 

  

3  モニタリング結果に基づく措置等 

  市は、毎年度、モニタリング結果に基づいて指定管理者の管理運営状況の評価を行
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い、その結果を指定管理者に通知するとともに市ホームページ上で公表します。 

  モニタリングの結果、協定書及び仕様書等に定める目標や水準に達していないなど、

改善を要する事項があった場合、市は、指定管理者に改善に向けた助言、指導又は業

務の改善指示を行います。指定管理者は、その指示等に速やかに対応してください。 

 

4  次期指定管理者選定への評価結果の反映 

優良な管理運営が行われている場合は、室内プールの次回公募時に指定期間（令和 5

年 4 月 1 日～令和 10 年 3 月 31 日）中の評価結果を指定管理者の選定に反映し、一定

の加算を行います。  

  なお、次回公募時に、施設や事業内容に変更が生じる場合には、反映しないことが

あります。 

 

第７ 指定までのスケジュール 

 

令和 4 年 4 月 15 日（金）～     募集要項の配布期間（～5 月 25 日） 

5 月 9 日（月） 現地説明会申込書提出期限 

5 月 16 日（月） 申請関係質問書提出期限 

5 月 25 日（水） 申請書類提出期限 

7 月 12 日（火）または 7 月 22 日（金）（予定） 

指定管理者選定委員会による面接審査 

8 月上旬 指定管理者の候補者選定結果通知 

8 月中旬～  仮協定締結に係る協議 

11 月上旬 仮協定の締結 

12 月下旬 浜田市議会による指定議決、指定通知 

指定日～令和 5 年 3 月 業務引継ぎ 

令和 5 年 4 月 1 日（土） 指定管理開始 

 



第８ 応募資格に関する事項 

 

応募資格は、指定期間において、安全かつ円滑に室内プールを管理運営できる法人

その他の団体（以下「団体等」という。）とし、個人での応募は受け付けません。 

また、次の各号に該当する団体等（共同事業体の場合は、全ての構成団体を含む。）

は応募できません。 

⑴ 地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定に基づいて、指定管理者の責に帰すべき事

由により、本市又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取り消しの日か

ら 2 年を経過しないもの 

⑵ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に

該当しているもの   

⑶ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条又は民事再生法（平成 11 年法律第

225 号）第 21 条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合

は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていないもの   

⑷ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第 2 条第 2 項に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成

員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者の統制

の下にあるもの 

⑸ 浜田市建設工事等競争入札参加資格者指名停止要綱に規定する指名停止の措置要

件に該当しているもの 

⑹ 国税及び都道府県税を滞納しているもの。 

⑺  浜田市税を滞納しているもの（ただし、浜田市税が課税されていない団体等で、

市外に主たる事務所又は事業所を有する場合は、主たる事務所又は事業所の所在地

の市町村税を滞納しているもの） 

 ※⑹、⑺について、新型コロナウイルスの影響等により納税猶予又は徴収猶予を受

けた者について、該当税目の納税証明書（未納額の記載があるもの）及びその該

当項目について納税猶予又は徴収猶予の適用を受けたことを証する書類（各所管

庁の発行する「納税（徴収）の猶予決定通知書（該当税目の記載があるもの）の

写し等」の提出できる場合は除きます。 

⑻ 労働保険（雇用保険・労災保険）及び社会保険（健康保険・厚生年金保険）に加

入していないもの（加入義務がない場合を除く。） 

⑼ 労働基準法等労働者使用関連法令に違反し、極めて重大な社会的影響を及ぼして

いるもの 
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第９ 募集・応募に関する事項 

 

1  募集要項の配布 

 募集要項（仕様書等の添付資料を含む。）を次のとおり配布します。 

⑴ 配布期間  令和 4 年 4 月 15 日（金）から令和 4 年 5 月 25 日（水）まで 

（土・日曜日及び祝日を除く。） 

 ⑵ 配布場所  浜田市教育委員会 文化スポーツ課 

※市ホームページ（https://www.city.hamada.shimane.jp/）にも掲載していま

す。 

 

2  現地説明会の開催 

現地説明会を希望される団体等は、次のとおり申し込んでください。説明会は、原

則として申込者ごとに行います。 

募集要項は、当日には配布しませんので、持参してください。 

⑴ 受付期間  令和 4 年 4 月 15 日（金）から令和 4 年 5 月 9 日（月）まで 

（土・日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 実施期間  令和 4 年 4 月 18 日（月）から令和 4 年 5 月 16 日（月）まで 

（土・日曜日及び祝日を除く。） 

 ⑶ 申込方法  現地説明会申込書（様式第10号）を持参するか、事前に電話連絡の

上、郵送、ファクシミリ又は電子メールで提出してください。 

⑷ 提 出 先  浜田市教育委員会 文化スポーツ課 

 

3  質問書の受付及び回答 

申請にあたって質問がある場合は、次のとおり受け付けます。 

 ⑴ 受付期間  令和 4 年 4 月 15 日（金）から令和 4 年 5 月 16 日（月）まで 

（土・日曜日及び祝日を除く。） 

 ⑵ 提出方法  申請関係質問書（様式第11号）を持参するか、事前に電話連絡の上、

郵送、ファクシミリ又は電子メールで提出してください。 

⑶ 提 出 先  浜田市教育委員会 文化スポーツ課 

 ⑷ 回答方法  質問者に対して受付後 1 週間以内に回答します。また、市ホームペ

ージで質問及び回答を公表します（団体名等は非公表）。ただし、

管理運営に関する申請者の創意工夫等を含む部分は公表しない場合

があります。 

 

 

 

■連絡・提出先  浜田市教育委員会 文化スポーツ課（浜田市役所北分庁舎 2 階） 

〒697-8501 浜田市殿町１番地 

電話：0855-25-9721 ファクシミリ：0855-23-5758   

電子メール：bunka@city.hamada.lg.jp 

■営業時間    午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 
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4  申請の手続き 

指定管理者の指定を受けようとする団体等は、次のとおり書類を提出してください。 

⑴ 提出書類   

提出書類 様式 

ア 指定管理者指定申請書 様式第 1号 

イ 浜田市室内プール管理運営に係る事業計画書 様式第 2号 

ウ 浜田市室内プール管理運営に係る収支計画書 様式第 3号 

エ 宣誓書兼市税納付状況調査同意書 様式第 4号 

オ 申請者概要書 様式第 5号 

カ 役員名簿 様式第 6号 

キ 申請者の現行の定款、寄附行為、規約又はこれに準ずる書類  

ク 申請者が法人の場合は、当該法人の登記事項証明書（履歴事項全

部証明書） 
 

ケ 決算書類（直前 3 期分） 

※1 株式会社の場合は、賃借対照表、損益計算書、個別注記表、株主資本等

変動計算書を、その他の団体は、これらに類する書類を提出してくださ

い。キャッシュフロー計算書、財産目録を作成している場合は、あわせ

て提出してください。 

※2 決算期を迎えていない団体等の場合は、事業計画書及び収支予算書を提

出してください。 

 

コ 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書 

※管轄税務署が発行する未納の税額がないことの証明書（様式「その 3 の 3」） 
 

サ 都道府県税の納税証明書 

※各都道府県（島根県の場合は、県民センター等の納税窓口）で交付する未

納の税額がないことの証明書 

 

シ 浜田市税が課税されていない団体等で、市外に主たる事務所又は

事業所を有する場合は、主たる事務所又は事業所の所在地の市区

町村税の納税証明書 

※当該市区町村が交付する未納の税額がないことの証明書 

 

ス 労働保険（雇用保険・労災保険）の加入が確認できる書類 

※直近の労働保険概算・確定保険料申告書の事業主控の写し、納付したこと

を証する書面の写し（直近の 1 回分）、保険料納入証明書等のうちいずれか

1 つ。 

 

 
加入する必要がないため、加入が確認できる書類の提出ができない

場合は、加入の必要がないことの届出書 
様式第 7号 

セ 社会保険（健康保険・厚生年金保険）の加入が確認できる書類 

※年金事務所又は健康保険組合発行の保険料の納入に係る領収証書の写し

（直近の 1 回分）、保険料納入証明書、新規適用届（事業主控）（受付印有）

の写し等のうちいずれか 1 つ。 

 

 
加入する必要がないため、加入が確認できる書類の提出ができない

場合は、加入の必要がないことの届出書 
様式第 7号 
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ソ 共同事業体で申請する場合は、共同事業体構成員名簿兼委任状及

び共同事業体連絡先一覧表 
※構成団体ごとに｢エ｣から｢セ｣までの書類を提出してください。 

様式第 8号 

様式第 9号 

注 1 証明書類は、公募開始日前 3 か月以内に発行されたものに限りますが、いずれ

も複写で構いません。 

注 2 新設団体の場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

注 3 表中コ・サ・シについて、新型コロナウイルスの影響等により納税猶予又は徴

収猶予を受けている場合は、別紙「指定管理者制度申請書類（納税証明書等）の

取り扱いについて」をご覧ください。 

⑵ 提出部数 1 部 

※1 提出書類はア～ソの順に並べ、ホッチキス留めはしないでくださ

い。 

※2 提出書類の用紙サイズは、原本でサイズが決まっているもの以外

はＡ4 サイズに統一してください。 

⑶ 提出先  浜田市教育委員会 文化スポーツ課 

⑷ 提出期限 令和 4 年 5 月 25 日（水）午後 5 時 15 分 必着 

        ※1 郵送の場合は、簡易書留による提出期限必着とします。 

        ※2 ファクシミリ又は電子メールでの提出は不可とします。 

 

5  申請に関する留意事項 

⑴ 1 団体（1 共同事業体）が、この募集において複数申請することはできません。ま

た、単独で応募した団体等が共同事業体の構成団体になること及び 2 以上の共同事

業体に加わることもできません。 

⑵ 共同事業体での応募においては、申請後の代表構成団体及び構成団体の変更は認

められません。 

⑶ 申請の際に要する費用は、申請者の負担とします。 

⑷ 提出書類の内容の変更、追加は、市が補正を求めた場合を除いて、原則としてで

きません。また、市が受理した提出書類は、返却しません。 

⑸ 必要に応じて追加資料を求める場合があります。 

⑹ 提出書類の内容に虚偽があった場合は、失格とします。 

⑺ 市が提供した公募に関する資料等は、他の目的での使用を禁止します。 

⑻ 申請者が申請に当たって、特許権、実用新案権その他法令に基づいて保護されて

いる権利を侵害し、第三者に対して損害を与えたときは、その責任の一切を申請者

が負うものとします。 

⑼ 提出書類の著作権は申請者に帰属します。ただし、市は指定管理者の選定の公表

等必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。 

⑽ 提出書類（追加提出資料含む。）は、浜田市情報公開条例（平成 17 年浜田市条例

第 20 号）第 7 条に規定する不開示情報を除き、情報公開の対象となりますので、ご

了承ください。 

⑾ 申請から仮協定締結までの期間に申請を辞退しようとするときは、辞退届（様式

第 13 号）を提出してください。 
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⑿ 提出書類の事前確認（事業計画書等の記載内容は確認しません。）を文化スポー

ツ課で行いますので、希望される場合は「第 12 お問い合わせ先」までご連絡くだ

さい。 

⒀ この募集要項に修正等があった場合は、正誤表を浜田市ホームページに掲載しま

す。申請書類提出期限の直前まで正誤表を掲載する可能性がありますので、ご留意

願います。 

 

第１０ 選定・協定締結に関する事項 

 

1  審査基準及び選定方法 

⑴  資格審査 

提出書類に基づき、文化スポーツ課において資格審査を行います。応募資格を満

たさない場合は、失格とします。 

⑵ 選定審査対象からの除外 

次の要件に該当する場合は、選定審査の対象から除外します。 

ア 提出書類に虚偽の記載があった場合 

イ 募集要項に記載する事項に違反し、又は著しく逸脱した場合 

ウ 提出書類等の提出期限を経過してから提出書類等が提出された場合 

エ その他不正行為があった場合 

⑶ 選定審査 

資格審査の後、市長（又は教育委員会）の諮問を受けた浜田市指定管理者選定委

員会（以下「選定委員会」という。）が、選定審査（書類審査及び面接審査）を行

い、得点が高い順に申請者の順位付けをし、市長（又は教育委員会）へ答申します。

市は、答申を踏まえて申請者のうちから指定管理者の候補者を選定します。ただし、

審査の結果、候補者を選定しない場合もあります。 

なお、指定管理者に指定するまでの間に選定された候補者に事故等があるときは、

選定されなかった申請者のうちから新たな候補者を選定することがあります。 
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⑷ 選定委員会の審査 

選定委員会の審査は、次のとおり行います。 

ア 得点の考え方 

選定委員会の委員は、次の得点の考え方に基づき、各審査項目について点数を

付けます。 

 

得点の考え方 
5 点 

満点 

10 点 

満点 

15 点 

満点 

20 点 

満点 

25 点 

満点 

特に優れている 5 点 10 点 15 点 20 点 25 点 

優れている 4 点 8 点 12 点 16 点 20 点 

普通 3 点 6 点 9 点 12 点 15 点 

やや劣る 2 点 4 点 6 点 8 点 10 点 

劣る 1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

未記入、審査基準を満た

していない 
0 点 0 点 0 点 0 点 0 点 
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イ 審査項目（審査基準）と配点 

 

審査項目（◆審査基準） 配点 

1 指定管理業務実施にあたっての基本的な事項 20 点 

 ◆指定管理業務実施にあたっての基本的な方針は、地域の特性や施設の設

置目的に適しているか。 

◆適切な数値目標が設定されているか。また、目標達成に向けた取組が、

具体的かつ効果的か。 

2 利用者の平等な利用の確保のための方策 5 点 

 ◆平等な利用が確保されているか。 

3 施設の効用の発揮とサービスの向上を図るための方策 25 点 

 ◆施設を効果的・効率的に運営できる内容か。 

◆利用者に対するサービスの向上や施設の利用促進が期待できるか。 

◆利用者ニーズを的確に把握し、反映できるものか。 

4 施設の管理運営を安定して行うための方策 20 点 

 ◆申請団体の経営は安定しているか。 

◆類似施設の運営実績や関連する事業の実績があるか。 

◆組織体制や従業員配置は適切か。また、必要な有資格者等が確保されて

いるか。 

◆従業員への研修等の人材育成の取組は確保されているか。 

◆現在、施設に従事している従業員の雇用に配慮したものか。 

◆個人情報の保護に関する管理体制や措置は適正か。 

◆利用者の苦情トラブルの未然防止策と発生時の対応策は適切か。 

5 各種業務の計画 5 点 

 ◆施設及び設備の維持管理計画は、正常かつ継続的に管理運営できる内容

か。 

◆保安警備計画は、平常時から利用者等が安心して施設を利用できる内容

か。 

◆管理運営の移行計画は、円滑に業務を開始できる内容か。 

6 安全管理のための方策 10 点 

 ◆利用者や従業員の事故防止等、考えられる安全確保のための予防策やそ

の体制は適切か。 

◆事故や災害等の緊急時の連絡体制や安全確保策は整備されているか。 

7 収支計画の妥当性 15 点 

 ◆収支計画の内容は妥当か。 

合  計 100 点 
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2  面接審査 

⑴  面接審査は、令和 4 年 7 月 12 日（火）または令和 4 年 7 月 22 日（金）を予定し

ています。日時及び場所は、決まり次第、電子メールで通知します。郵送又はファ

クシミリによる通知を希望される場合は、文化スポーツ課までご連絡ください。 

⑵ 面接審査には、申請者（共同事業体で申請した場合は代表構成団体）の代表者又

は代理人を含む 3 人以内の出席をお願いします。 

⑶ 代表者が欠席する場合は、代理人への委任状（様式第 12 号）をご持参ください。 

 

3  選定結果の通知及び公表 

選定結果は、申請者全員に書面で通知します。 

また、選定した指定管理者の候補者については、市ホームページで公表します。 

 

4  仮協定の締結 

仮協定書は、市と指定管理者の候補者が協議の上、令和 4 年 11 月上旬を目途に締結

する予定です。 

仮協定書は、浜田市議会（令和 4 年 12 月定例会議）による指定議決を持って、本協

定書として取り扱います。 

 

5  指定管理者の指定 

市は、浜田市議会（令和 4 年 12 月定例会議）による議決を経て、仮協定を締結した

候補者を指定管理者として指定し、その旨を書面で通知します。 

 

6  業務の引継ぎ 

指定管理業務の引継ぎは、指定管理者の指定後から指定期間開始までの間において

（必要に応じ指定期間開始後においても）、市及び現行の指定管理者から受けること

になります。 

 

7  その他 

⑴ 選定委員会の委員又は市関係職員に対し、本件公募について不正行為等の事実が

認められたときは、失格となります。 

⑵ 仮協定を締結した指定管理者が指定前に次の事項に該当するときは、候補者の選

定を取り消します。 

ア 資金事情の悪化等により、事業の履行が確実ではないと認められるとき。 

イ 著しく社会的信用を損なう行為等により、指定管理者としてふさわしくないと

認められたとき。 

⑶ 浜田市議会において指定管理者の指定議案が議決されなかった場合は、候補者が

本件に関して支出した費用等は、一切補償しません。 

⑷ 指定管理者に指定後、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、その指定

を取り消し、もしくは期間を定めて指定管理業務の全部又は一部の停止を命ずるこ

とがあります。 

ア 指定管理者が行う施設の管理運営の適正を期すために市が行う指示に従わな
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いとき。 

イ 「第 8 応募資格に関する事項」に定める応募資格を満たさなくなったとき。 

※指定期間終了まで、毎年度、指定管理者の浜田市税の納付状況調査を行い

ます。 

ウ その他指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。 

 

第１１ 添付資料 

 

⑴   浜田市室内プール指定管理業務仕様書 

⑵   浜田市室内プール指定管理者指定申請様式集 

⑶   浜田市東公園運動施設条例及び同条例施行規則 

⑷   浜田市室内プール位置図（資料 1） 

⑸   浜田市室内プール配置図（資料 2） 

⑹   浜田市室内プール平面図（資料 3） 

⑺   浜田市室内プール参考画像（資料 4） 

⑻   浜田市室内プール利用実績（資料 5） 

⑼   浜田市室内プール収支実績（資料 6） 

⑽   浜田市室内プール修繕及び工事実施状況（資料 7） 

⑾   浜田市室内プール委託業務及び賃貸借契約一覧（資料 8） 

⑿   浜田市室内プール収支想定（資料 9） 

 

注）以上の添付資料は、浜田市ホームページの指定管理者制度のサイトからダウ

ンロードできます。 

 

第１２ お問い合わせ先 

 

浜田市教育委員会 文化スポーツ課（浜田市役所北分庁舎 2 階）  

スポーツ振興係  担当：井上、大床 

〒697-8501 島根県浜田市殿町 1 番地 

電話      0855-25-9721     

ファクシミリ 0855-23-5758     

電子メール  bunka@city.hamada.lg.jp 
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資料 2 浜田市室内プール配置図 
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資料 3 浜田市室内プール平面図 
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資料 4 浜田市室内プール参考画像 

（1）外観（スロープ有、出入口自動ドア） 

 

 

（2）受付・事務室 

 

受付 

（3）プール内設備 

 

一般便所 

 

 

 

 

 

 

事務室内 

 

 

身障者用トイレ 
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サウナ室前男女トイレ 

 

 

プール（25ｍ×6レーン） 

 

 

男子更衣室 

 

 

 

サウナ室 

 

 

プール（25ｍ×6レーン） 

 

 

女子更衣室 
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目洗い場 

 

 

観覧席 

 

（4）2階会議室 

 

 

 

 

シャワー場 
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（5）機械室 

 

ボイラー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ろ過機 
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資料5　浜田市室内プール月別利用実績
【平成30年度】 （単位：人）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

2,009 1,915 2,042 2,092 1,791 2,017 2,087 1,995 2,118 1,965 2,035 2,071 24,137

ジュニア 880 855 978 991 854 1,035 1,035 974 1,021 909 1,050 974 11,556

育成 264 202 215 246 214 189 161 128 149 135 131 125 2,159

選手 177 165 147 176 147 172 261 212 283 287 225 325 2,577

マスターズ 666 672 675 657 554 597 607 659 640 617 606 624 7,574

ひよこ 22 21 27 22 22 24 23 22 25 17 23 23 271

176 1,236 1,797 1,281 383 404 423 46 46 44 41 38 5,915

保育園 52 51 519 452 383 283 412 46 46 44 41 38 2,367

幼稚園 0 38 50 751 0 0 11 0 0 0 0 0 850

学校 124 1,147 1,228 78 0 121 0 0 0 0 0 0 2,698

216 244 211 252 238 195 188 188 254 242 219 190 2,637

会員 160 190 90 158 143 122 108 105 136 132 114 123 1,581

会員家族・一般 26 20 46 47 95 45 44 50 80 81 72 29 635

障がい者 30 34 75 47 0 28 36 33 38 29 33 38 421

2,401 3,395 4,050 3,625 2,412 2,616 2,698 2,229 2,418 2,251 2,295 2,299 32,689

415 10 11 14 15 14 2 7 10 5 2 3 508

4 5 3 7 9 4 8 7 1 6 8 50 112

411 416 424 431 437 447 441 441 450 449 443 396 -

【令和元年度】 （単位：人）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

2,053 1,879 2,076 1,983 1,720 1,946 1,963 1,912 2,070 2,050 1,982 1,935 23,569

ジュニア 843 895 1,044 946 786 967 990 924 998 1,028 1,002 841 11,264

育成 121 134 138 123 115 121 141 153 186 148 157 153 1,690

選手 337 245 267 276 302 277 267 268 313 271 241 363 3,427

マスターズ 707 580 606 618 496 555 548 546 550 589 560 557 6,912

ひよこ 45 25 21 20 21 26 17 21 23 14 22 21 276

40 1,101 933 1,210 533 369 372 0 42 40 43 0 4,683

保育園 40 137 469 483 377 252 361 0 42 40 43 0 2,244

幼稚園 0 934 0 152 156 46 11 0 0 0 0 0 1,299

学校 0 30 464 575 0 71 0 0 0 0 0 0 1,140

198 180 184 186 228 208 162 164 179 191 181 200 2,261

会員 107 116 113 109 124 117 112 119 117 134 119 135 1,422

会員家族・一般 32 33 45 49 76 57 30 21 27 21 26 34 451

障害者 59 31 26 28 28 34 20 24 35 36 36 31 388

2,291 3,160 3,193 3,379 2,481 2,523 2,497 2,076 2,291 2,281 2,206 2,135 30,513

420 10 15 5 3 13 5 6 11 12 0 3 503

6 6 5 8 5 2 5 3 4 4 7 42 97

414 418 428 425 423 434 434 437 444 452 445 406 -

【令和2年度】 （単位：人）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

2,053 0 2,052 2,034 2,157 2,248 2,331 2,283 2,267 2,144 2,205 2,242 24,016

ジュニア 823 0 1,024 976 1,081 1,135 1,221 1,139 1,131 1,102 1,135 1,146 11,913

育成 121 0 160 158 160 165 175 173 162 150 156 111 1,691

選手 337 0 273 273 341 310 276 336 364 316 284 388 3,498

マスターズ 727 0 565 601 548 612 632 609 590 553 602 571 6,610

ひよこ 45 0 30 26 27 26 27 26 20 23 28 26 304

19 0 90 245 344 271 159 78 113 53 55 35 1,462

保育園 19 0 90 204 197 271 110 0 44 42 42 0 1,019

幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 41 147 0 49 78 69 11 13 35 443

94 0 193 201 231 243 188 192 207 180 207 197 2,133

会員 72 0 144 130 147 157 121 115 124 126 138 114 1,388

会員家族・一般 11 0 16 38 62 57 36 37 39 29 41 41 407

障害者 11 0 33 33 22 29 31 40 44 25 28 42 338

2,166 0 2,335 2,480 2,732 2,762 2,678 2,553 2,587 2,377 2,467 2,474 27,611

426 0 13 16 15 22 19 5 3 2 4 2 527

5 8 5 4 3 8 4 3 9 5 12 58 124

421 413 421 433 445 459 474 476 470 467 459 403 -

新規・更新入会者数

退会者数

在籍者数

一般利用

合計

新規・更新入会者数

一般利用

合計

区分

スクール

占用利用

新規・更新入会者数

区分

スクール

占用利用

一般利用

合計

退会者数

在籍者数

退会者数

在籍者数

区分

スクール

占用利用
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資料6　浜田市室内プール収支実績
【収入】 （単位：円）

H30 R1 R2

施設利用料収入 2,771,606 2,539,852 680,610

自主企画事業 33,034,000 32,585,290 29,794,876

販売収入 292,218 334,970 321,046

受託事業収入 500,000 509,259 510,000

補助金収入 254,000 0 4,461,620

雑収入 13,262 17 50,412

36,865,086 35,969,388 35,818,564

【支出】

H30 R1 R2

人件費 14,973,204 13,947,274 15,065,458

役員報酬 566,100 511,200 690,000

給料手当 8,004,414 0 0

賃金 5,142,800 12,068,753 12,859,280

福利厚生費 1,259,890 1,367,321 1,516,178

物件費 20,869,321 18,897,286 18,158,620

報償費 4,585,000 2,585,000 2,476,000

旅費交通費 730,996 380,904 117,763

販売品購入費 66,509 39,480 24,763

消耗品費 1,471,108 1,061,001 1,480,176

印刷製本費 347,088 261,267 292,045

薬剤費 213,433 151,392 213,420

光熱水費 6,183,271 6,491,021 6,337,010

燃料費 603,444 587,793 424,016

通信運搬費 231,283 230,488 371,150

保険料 551,940 455,080 414,690

広告料 292,863 266,726 165,623

手数料 422,927 377,197 370,827

使用料及び賃借料 1,553,410 1,605,610 1,564,700

負担金 213,840 238,600 311,000

施設修繕費 1,702,437 2,658,436 2,366,369

委託費 1,181,404 1,174,800 1,012,220

雑費 518,368 332,491 216,848

878,000 1,401,260 1,419,300

36,720,525 34,245,820 34,643,378

144,561 1,723,568 1,175,186収支差額

合　計

租税公課

項　目

合　計

項　目
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1　浜田市実施分 単位：円
年度 件名 金額

令和3年度 プールボイラー取替工事 4,180,000
令和2年度 配管外外装材等取替工事 2,145,000

ろ過装置交換工事 11,944,900
男女更衣室シャワー室設置工事 999,000

小計 12,943,900
平成30年度 給湯器シャワー漏水修繕 486,000

補給水管整備工事 518,400
機械室補給水回り修繕 75,600

小計 594,000
施設改修工事（防水、外壁、建具、内装、塗装、鉄骨、機械
設備、電気設備他）

99,999,360

ファンコイル用アルミ枠付プレフィルター取替 100,440
換気扇インバーター修繕 198,720
非常灯取替工事 561,600

小計 100,860,120
121,209,020

2　指定管理者実施分 単位：円
年度 件名 金額

ボイラー制御盤修繕 5,500
凝集剤注入ポンプ取替外 319,550
換気扇取替工事 103,400
プール壁面塗装工事 149,000
温水ヒータ部品交換 45,210
温度ヒューズ交換 48,840
車検時不良個所取替外 81,598
プール床シート修繕工事 234,300
フローマシン修繕 121,000
駐車禁止表示看板取付 70,840
電灯幹線入替工事 165,000
マクロバス走行中不始動外修理 25,311
計測器グリップスイッチ修理 2,200
網戸新設工事 50,820
マイクロバス故障整備代 11,000
プール温水ヒータ缶水補充・真空引き作業 72,600
公用車右リヤタイヤパンク修理 2,200
サウナ室囲い枠改修工事 94,600
網戸新設工事 180,400
サウナ盤電磁開閉器取替 25,300
シャワー系統サーモスタッド取替 99,000
内部引戸自閉装置修繕 12,100
サウナ室手摺り新設工事 38,500
表面体温測定器用電気工事 19,800
温水ヒーター缶水補充・バーナ部品交換 132,000
マイクロバススモールランプバルブ取替外 3,509
マイクロバスエンジンオイル警告ランプ点灯修理 252,791

小計 2,366,369
引違い戸鍵取替修理 20,520
マイクロバスノーマルタイヤ整備料 176,256
防犯カメラ外設置代 334,800
車検時マイクロバス不良個所取替外 195,836

令和元年度

平成29年度

資料7　浜田市室内プール修繕及び工事実施状況

令和元年度

合計

令和2年度

平成28年度
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年度 件名 金額
更衣室改修工事 266,000
マイクロバスリヤワイパーゴム交換外 59,367
マイクロバスウインカー不良修理 6,912
浄化槽ブロワーベルト交換 2,160
記録機器修繕 7,020
ボイラー室シャッター錠取替 13,200
ホール床シート貼り工事 242,000
玄関ホール照明器具設置 44,000
玄関ドア引戸クローザー交換 26,400
マイクロバスストップランプバルブ取替 1,925
トイレ前ホール塗装工事 330,000
トイレ前ホール不要スイッチ類撤去工事 27,500
階段前アコーディオンカーテン設置 77,000
事務室クロス張替え 66,000
内部引戸自閉装置交換 99,000
壁・カウンター塗装工事 80,000
ガラスフィルム工事 185,900
扉改修工事 218,000
ボイラー修繕 172,260
マイクロバスヘッドライトバルブ取替 6,380

小計 2,658,436
機械室ヘアーキャッチャー修繕代 10,800
ＬＥＤランプ取替工事 25,920
車検時マイクロバス不良個所取替外 132,181
マイクロバス不良個所取替外 101,779
サウナヒーターヒューズ交換 5,400
排煙外倒し窓オペレーター修繕代 231,120
サウナヒューズ交換 5,400
マイクロバスバックカメラ取付外 182,596
フローマシンメンテナンス代 62,640
ろ過機制御盤表示ランプ取替 5,400
サウナ制御盤マグネット取替 16,200
観覧席ベンチ修繕外 208,440
観覧席結露防止工事 99,360
マイクロバスストップランプバルブ取替 1,890
マイクロバス整備代 17,820
ろ過循環ポンプ・グランドパッキン取替 81,000
漏水修繕 194,400
トイレアコーディオンカーテン設置代 129,600
マイクロバス燃料タンク外取替 190,491

小計 1,702,437
平成28年度 コーチ室開き戸修繕 348,840

7,076,082合計

平成30年度

令和元年度
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 ⑴　委託業務

設備名、点検名 実施日、頻度等 業者名

清掃業務（床洗浄他） 月1回 浜田ビルメンテナンス㈱

機械警備業務（防犯、火災監視） 常時 ALSOK山陰㈱

浄化槽維持管理業務 保守点検 年4回、汚泥抜取り 年1回 門田産業(有)

消防設備保守点検業務 年2回 ALSOK山陰㈱

 ⑵　賃貸借契約（浜田市契約分）

機器等名称 リース期間 業者名

自動体外式除細動器 令和3年7月1日～令和8年6月30日 ALSOK山陰㈱

資料8　浜田市室内プール委託業務及び賃貸借契約一覧
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資料9　浜田市室内プール収支想定

収入 （単位：円）

R5～R9（単年度） 備　考

2,700,000

32,000,000

300,000

50,000 利息等

35,050,000

支出

R5～R9（単年度） 備　考

人件費 19,619,000

役員報酬 0

給料手当 12,466,000

賃金 4,653,000

福利厚生費 2,500,000

物件費 13,469,000

1,000,000 外部講師謝金

販売品購入費 30,000

消耗品費 1,000,000

印刷製本費 200,000

薬剤費 200,000

光熱水費 6,600,000 電気代、ガス代、水道代

燃料費 600,000

通信運搬費 300,000

保険料 400,000

広告宣伝費 180,000

手数料 350,000

委託料 805,000
清掃委託、機械警備、浄化槽維持管理、

消防設備保守点検

使用料及び賃借料 1,300,000 車輛等リース料

負担金 50,000

修繕費 400,000

雑費 54,000

租税公課 1,962,000

35,050,000

0

合　計

項　目

合　計

収支差額

項　目

施設利用料収入

自主事業収入

販売収入

雑収入

報償費
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空白 
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